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新 潟市 成人 歯科健 診実 施要 領 
 

１ 目 的 

  歯周病は，全身疾患や生活習慣との関係が指摘されていることから，歯周病対策について，

より一層の推進が求められている。生涯を通じて歯と口腔の健康づくりを推進するために，受

診者自らが，歯周病健診を通じて日常的に予防に努めることが大切である。 

  そこで，健康増進法の歯周病検診に基づき，成人期の歯科口腔疾患，特に歯周病を早期に発

見し適切な保健指導と治療を行うことを目的に「新潟市成人歯科健診」を歯科医療機関で実施

する。 

 

２ 対象者 

  当該年度末現在の年齢が，４０歳及び５０歳の市民（当該年度内に４０歳及び５０歳の誕生

日を迎える者）で，職場等で歯科健診の受診の機会のない者とする。 

   

３ 健診受診回数 

  対象者１人につき年１回とする。 

 

４ 健診期間，健診日及び健診時間 

  健診期間は，毎年４月１日から翌年の３月３１日までとする。 

  健診日及び健診時間は，成人歯科健診（以下「健診」という。）を実施する医療機関で定め， 

その日時を受診希望者に明示する。 

 

５ 受診券 

  対象者にはあらかじめ個別に受診券を交付する。 

  なお，受診券の有効期限は当該年度の健診期間とする。 

 

６ 実施医療機関 

  本事業に協力する委託医療機関とする。 

 

７ 健診の方法 

 (1) 問  診 

   問診は別に定める「新潟市成人歯科健診記録票（以下「記録票」という。）」に基づいて行

う。 
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 (2) 検査項目，検査基準及び判定基準 

   検査項目は，次に掲げる事項とし，検査及び判定基準等は別紙「新潟市成人歯科健診検査

項目，検査基準及び判定基準等」のとおりとする。 

  ア 歯の状況 

  イ 補綴治療の必要がある欠損部位の有無 

  ウ 歯肉の状況 

  エ 歯石の状況 

  オ その他の所見 

 (3) 保健指導 

   診査結果の通知とともに，歯周病に関する予防や治療等，必要な保健指導をあわせて行う 

  ものとする。その際，市の作成する資料等を活用し，歯周病についての基本的な指導を行う 

  ものとする。 

(4) 歯のクリーニング体験 

   歯周病予防のためだけでなく，口腔内の清潔感並びに爽快感を体感することで口腔内の健

康に関心を持ってもらうため，歯のクリーニング体験を行う。実施方法は別紙「新潟市成人

歯科健診検査項目，検査基準及び判定基準等」のとおりとする。 

 

８ 受診の方法 

  受診希望者は，受診券，本人確認書類（新潟市国民健康保険加入者は，加入資格がわかるも

の)を持参し，直接，委託医療機関で受診するものとする。また，原則として受診者は事前に予

約をするものとする。 

 

９ 健康診査に関する費用 

(1) 委託医療機関に支払う料金 

   別に定める「成人歯科健診委託契約書」のとおりとする。 

 (2) 受診者の一部負担の額 

ア １件あたり５００円とする。 

     （新潟市国民健康保険加入者は２５０円とする。） 

イ 受診者が次に掲げる者で，事前に送付する「成人歯科健診無料受診券」（新潟市各種検

診無料受診券交付要領別記様式第２号，以下「無料受診券」という。），「生活保護受給

証明書」或いは「支援給付を受けていることについての証明書」の提出があった場合

は一部負担を徴収しない。 

(ｱ) 当該年度の市民税非課税世帯に属する者（当該年度分が確定していない場合は前年
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度の当該税） 

 (ｲ) 生活保護法による被保護者 

(ｳ) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律の規定により支援給付を受けている者 

    (ｴ) 市長が公益上の理由等で必要と認めた者 

 (3) 一部負担の納付 

   受診者は，受診した委託医療機関に直接支払うものとする。この際，委託医療機関におい

ては，任意の領収書を発行するものとする。 

 

10 健診結果の通知 

健診結果は，健診当日に，健診を実施した歯科医師が直接受診者に，個人記録票写し（新潟

市成人歯科健診結果のお知らせ）に基づき説明のうえ通知する。この際，健診結果に基づきメ

インテナンスや治療等，次回の内容と予定時期について説明する。歯周病との関係が指摘され

ている全身疾患や妊娠，生活習慣等が認められた場合や，口腔内検査により歯科口腔疾患や所

見等が認められた場合は，必要に応じて，他医療機関への受診勧奨を行う。 

 

11 市への連絡事項の記入 

上記 10 の説明後に，受診者の希望を聞き，記録票「市への連絡事項」欄に今後の予定等を記

入する。 

 

12 健診結果の報告及び費用（市負担分）の請求 

(1) 本事業に協力する委託医療機関のうち，一般社団法人新潟市歯科医師会（以下「歯科医師

会」という。) の会員である委託医療機関は所属する歯科医師会へ，また，歯科医師会の会

員以外の委託医療機関は新潟市へ，健診翌月の１５日までに，記録票，成人歯科健診結果集

計表（以下「集計表」という。），無料受診券及び生活保護受給証明書を新潟市に提出するも

のとする。 

 (2) 一般社団法人新潟市歯科医師会長（以下「歯科医師会長」という。)は，毎月，歯科医師

会の会員である委託医療機関から提出された記録票及び集計表について点検を行ったうえ，

健診翌月末までに新潟市財務規則の規定による請求書に記録票，集計表，無料受診券及び生

活保護受給証明書を添えて市長に提出するものとする。 

 (3) 市長は，歯科医師会長及び歯科医師会の会員以外の委託医療機関からの請求に基づき，請

求書等を審査のうえ，適当と認めた時はすみやかに，その費用を支払うものとする。 
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13 事後指導及び管理 

 (1) 健診後の状況の把握 

   ア 健診により要精密検査及び要指導と判定されたものについては，必要に応じて指導，

精密検査及び治療，他医療機関への紹介を行うものとする。 

   イ 要指導以上の判定区分の者については，成人歯科健康相談及び成人歯科健康教育等他

の保健事業と連携を図り指導を行う。 

 

14 委託契約の方法 

市長は，歯科医師会長または市長が成人歯科健診事業を行うことについて適当と認めた歯科

医療機関と委託契約するものとする。 

 

15 その他 

  委託医療機関は対象者の年齢等の受診資格について，受診券，本人確認書類（新潟市国民健

康保険加入者は，加入資格がわかるもの）により確認するものとする。 

  また，委託医療機関は，健診後に受診券の受診確認欄に，受診年月日と実施医療機関名を記

入するものとする。 

 

 

附  則   

この要領は，平成１４年６月１日から適用する。 

附  則   

この要領は，平成１７年４月１日から適用する。 

附  則   

この要領は，平成１８年４月１日から適用する。 

附  則   

この要領は，平成１９年４月１日から適用する。 

附  則   

この要領は，平成２０年４月１日から適用する。 

附  則   

この要領は，平成２６年１０月１日から適用する。 

附  則   

この要領は，平成２７年４月１日から適用する。 

附  則   
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この要領は，平成２８年４月１日から適用する。 

附  則   

この要領は，平成２９年４月１日から適用する。 

附  則   

この要領は，平成３０年４月１日から適用する。 

附  則   

この要領は，平成３１年４月１日から適用する。 

附  則   

この要領は，令和２年４月１日から適用する。 

附  則   

この要領は，令和３年４月１日から適用する。 

附  則   

この要領は，令和７年４月１日から適用する。 

附  則 

この要領は，令和８年４月１日から適用する。
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（別紙） 

新潟市成人歯科健診検査項目，検査基準及び判定基準等 

 

１ 検査項目及び検査基準 

次の項目について，歯科医師が人工照明下で平面歯鏡，歯科用探針，ＷＨＯプローブを用い

て診査し，結果を記録票に記入する。 

(1) 歯の状況 

  現在歯は，歯の全部または一部が口腔内に現れているものをいう。歯の状況は，表１のとお

り分類し記載する。 

過剰歯は含めないこととし，癒合歯は１歯として取り扱い，その場合の歯種名は上位歯種名

をもってこれにあてる。 

表１．歯の状況と分類と記載方法 

分類 記載 定義 

健全歯 ／ ・う蝕あるいは歯科的処置が認められないものをいう。 

・咬耗,摩耗.着色,斑状歯.外傷.酸蝕症.発育不全,歯周炎.形態異常.エナメル質

形成不全等の歯であっても,それにう蝕病変の認められないものは健全歯とす

る。 

未処置

歯 

Ｃ ・小窩裂溝・平滑面において視診で明らかな実質欠損を伴うう蝕病変,あるいは

エナメル質下の脱灰・浸蝕を有するものをいう。 

・診査者によって判断が異なる程度のエナメル質の初期変化で，直ちに切削治

療が必要でない場合は便宜的に健全歯とする。 

・Ｃ４の残根は,未処置歯とする。 

 R ・根面部のう蝕 

 RC ・根面部のう蝕＋歯冠部のう蝕 

喪失歯 △ ・喪失歯を示す。 

○△  ・義歯,ブリッジ等で補綴処置が施されているものをいう。 

× ・先天性欠如または何らかの理由で歯を喪失したことが明らかであっても，歯

列等の間隔から補綴処置の必要性が認められないもの。 

処置歯 ○ ・歯の一部または全部に充填，クラウン等を施しているものをいう。 

・歯周炎の固定装置，矯正装置，矯正後の保定装置，保隙装置及び骨折副木装

置は含まない。 

・治療が完了していない歯，二次的う蝕や他の歯面で未処置う蝕が認められた

処置歯は未処置歯として取り扱う。 

・予防填塞（フィッシャー・シーラント）の施してある歯については，可能な

限り問診して，う蝕のない歯に填塞したものは健全歯とするが，明らかにう

蝕のあった歯に填塞を施したものは処置歯とする。 

・根面板等を施してある歯は，処置歯とする。 
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(2) 補綴治療の必要がある欠損部位の有無 

  喪失歯のうち，義歯等による欠損補綴治療が必要と判断できるものを「あり」とし，それ以

外は「なし」とする。 

 

(3) 歯肉の状況 

ＷＨＯプローブ(図１)を用い，ＣＰＩ(community 

periodontal index，地域歯周疾患指数)を測定する。 

 

 

  

 

   

ア 対象歯 

(ｱ) 口腔を６分画(17～14，13～23，24～27，47～44，43～33，34～37)し，下記の歯を各分

画の代表歯とする。 

１７  １６ １１  ２６  ３７ 

４７  ４６  ３１ ３６  ３７ 

(ｲ) 前歯部の対象歯(11 あるいは 31)が欠損している場合は，反対側同名歯(21 あるいは 41)

を対象歯とする。両側とも欠損している場合，あるいは臼歯部で２歯とも対象歯が欠損して

いる場合には，対象外歯として「×」を該当する分画の欄に記入する。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ ＷＨＯプローブ 

図２．歯肉の状況の対象歯について 
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イ 診査方法 

(ｱ) 上顎は頬唇側面，下顎は舌側面について以下の基準(表２，図３)で診査し，最高コード

値を記入する。臼歯部では２歯のうち高い方の値を最大コード値とする。 

(ｲ) 各分画のコード値のなかで最高コード値を個人の代表値(個人コード)とする。 

(ｳ) プロービングは，ＷＨＯプローブ先端の球を歯の表面に沿って滑らせる程度の軽い力

（20g）で操作し，遠心の接触点直下から，やさしく上下に動かしながら近心接触点直下まで

移動させる。 

 

表２ ＣＰＩの判定基準  
スコア
コード 所見 判定基準 

歯肉出血 

スコア 

 

  

０ 健全 以下の所見が認められない 

１ 出血あり プロ-ビング後 10～30 秒以内に出血が認められ

る 

９ 除外歯 プロ-ビングが出来ない歯 

（例：根の露出が根尖に及ぶ） 

× 該当する歯なし ― 

歯周ポケット

スコア 

  

  

  

０ 健全 以下の所見がすべて認められない 

１ 4～5mm に達するポケット ＷＨＯプローブの黒い部分に歯肉縁が位置する 

２ 6 mm を超えるポケット ＷＨＯプローブの黒い部分が見えなくなる 

９ 除外歯 プロ-ビングが出来ない歯 

（例：根の露出が根尖に及ぶ） 

× 該当する歯なし ― 

 

図３ ＷＨＯプローブによる判定基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯肉出血スコア       歯周ポケットスコア 
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(4) 歯石の状況 

 ア CPI の検査対象歯について,ほとんどプラークの存在が認められない状態を「良好」とする。

また,１歯以上の歯の歯肉縁に歯面の１/３を超えてプラークが認められる場合を「不良」と

し,それ以外を「普通」とする。 

 イ 歯石の付着については，「なし」，「軽度（点状）あり」，「中等度（帯状）以上あり」とする。 

 

(5) その他の所見 

歯(楔状欠損等)，歯列，咬合，顎関節，口腔粘膜等について，さらに詳しい診査や治療が必要な

所見が認められた場合は，その内容を該当欄に記載して精密検査の受診を勧める。 

 

２ 健診結果の判定（表３参照） 

診査結果に基づき，以下のように判定する。 

(1) 異常なし 

未処置歯，要補綴歯，その他の所見が認められず，ＣＰＩ個人コードが歯肉出血０，歯周ポケ

ット０の者 

 

(2) 要指導 

未処置歯，要補綴歯，その他の所見が認められず，下記の項目に１つ以上該当する者 

  ア ＣＰＩ個人コードが歯肉出血１，歯周ポケット０ 

  イ 口腔清掃状態不良 

  ウ 生活習慣や基礎疾患（糖尿病を除く），歯科医療機関の受診状況等，指導を要する 

 

(3) 要精密検査 

以下の項目に１つ以上該当し，さらに詳しい診査や治療が必要な者 

  ア 歯石の付着あり 

  イ ＣＰＩ個人コード＝歯周ポケット１または歯周ポケット２ 

ウ 未処置歯あり 

  エ 要補綴歯あり 

  オ 糖尿病の治療を行っている（又は糖尿病の指摘を受けたことがある等） 

  カ 習慣的に喫煙している 

  キ 生活習慣や基礎疾患等，さらに詳しい検査や治療を要する 

  ク その他の所見あり（さらに詳しい検査や治療が必要な場合） 
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表３.健診結果の判定 

判定区分 説明 

(1)異常なし ・未処置歯・要補綴歯・その他の所見が認められず，CPI 個人コードが歯肉

出血０，歯周ポケット０の者 

(2)要指導 ・未処置歯・要補綴歯・その他の所見が認められず，下記の項目に１つ以上

該当する者 

ア  CPI 個人コードが歯肉出血１，歯周ポケット０ 

イ  口腔清掃状態不良  

ウ  生活習慣や基礎疾患（糖尿病を除く），歯科医療機 関等の受診状況等，

指導を要する 

(3)要精密検査 ・以下の項目に１つ以上該当し，さらに詳しい検査や治療が必要な者 

ア 歯石の付着あり 

イ ＣＰＩ個人コード＝歯周ポケット１または歯周ポケット２ 

ウ 未処置歯あり 

エ 要補綴歯あり 

オ 糖尿病の治療を行っている（又は糖尿病の指摘を受けたことがある等） 

カ 習慣的に喫煙している 

キ 生活習慣や基礎疾患等，さらに詳しい検査や治療を要する 

ク その他の所見あり（さらに詳しい検査や治療が必要な場合） 

 

３ 歯のクリーニング体験の実施 

問診による希望に基づき，以下の方法で実施する。 

(1) 実施方法  

ア 委託医療機関では(2)注意事項を参照して，実施の有無を決定する。 

イ 歯科医師またはその指示を受けた歯科衛生士が，歯の表層に付着した汚れを歯科用の切削

回転器具及び研磨用ペーストを用いて除去する。 

ウ 対象部位は，上顎切歯（12～22）の唇側面とする。ただし，上顎切歯（12～22）が全て欠

損している場合は，代理歯として下顎切歯（42～32）の唇側面を実施する。対象歯がない場

合は未実施としてよい。 

エ 実施の有無について，記録票の該当欄へ記載する。 

 

(2) 注意事項 

ア 歯石やヤニ等の頑固な汚れは除去できないこと，歯石除去は治療行為であるためできない
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ことを実施前に説明し，了解を得た上で実施すること。 

イ 歯の動揺，歯肉の発赤腫脹，う蝕の状態等により，歯のクリーニング体験を実施せず，治

療行為を優先した方がよいと判断した場合は，その旨を説明し，了解を得た上で未実施とし

てよい。 

 

４ 健診結果の説明，歯科口腔保健指導及び歯科医療機関への受診勧奨 

(1) 健診結果の説明 

  個人記録票写し（成人歯科健診結果のお知らせ）に基づき，現在の歯・口腔の状態を受診者に

具体的に説明する。メインテナンスや治療等，次回の内容と予定時期について説明する。 

 

(2) 歯科口腔保健指導 

  手鏡等を使用して受診者自身のポケットの深さ等を目視する等，病態や進行度について正しい

理解が得られるよう工夫しながら，歯科口腔保健指導を行う。 

 

(3) 歯科医療機関への受診勧奨 

  問診等により歯周病との関係が指摘されている全身疾患や妊娠，生活習慣等が認められた場合

や，口腔内検査により歯科口腔疾患や所見が認められた場合等は，指導後，必要に応じて他医療

機関への受診勧奨を行う。  

 

５ 市への連絡 

  健診結果の説明後に，以下のことについて受診者の希望を聞き，記録票「市への連絡事項」欄

に今後の予定等を記入する。 

(1) 「健診を行った医療機関において指導予定」の有無 

(2) 「健診を行った医療機関において治療予定」の有無 

(3) 「他医療機関（歯科）を紹介」の有無（紹介した場合は，紹介先医療機関名も記入） 

(4) 「他医療機関（医科）を紹介」の有無（紹介した場合は，紹介先医療機関名も記入） 
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